
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 一 

所
得
税
の
定
額
減
税
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
者
が
確
実
に
減
税
措
置
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
適
切
な
執
行
体
制
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
十
分
な
周
知
・
広
報
を
行
う
ほ
か
、
各
事
業
者
や
自
治
体
の
事
務
負
担
に
も
配
慮
し
、
減
税
事
務
の

円
滑
な
実
施
に
努
め
る
こ
と
。
と
り
わ
け
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
の
被
災
地
に
お
い
て
は
、
被
災
地
の
実
情
に
十
分
配

慮
し
た
対
応
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

賃
上
げ
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
の
実
態
を
踏
ま
え
、
長
期
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
て
い
る
同
税
制
の
効
果
の
検

証
を
行
う
と
と
も
に
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
上
乗
せ
要
件
が
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
支
援
や
女
性
活
躍
支
援
に
与
え
る
効
果

に
つ
い
て
も
的
確
に
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

三 

新
た
に
創
設
さ
れ
る
各
種
の
企
業
関
係
税
制
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
各
措
置
の
適
用
実
態
を
検
証
し
、
企
業
等
の
行
動
変

容
を
促
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
措
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
否
か
等
の
観
点
か
ら
、
政
策
効
果
や
必
要
性
を
よ
く
見
極
め
た

上
で
、
一
部
の
企
業
等
に
対
す
る
過
度
の
優
遇
に
な
ら
な
い
よ
う
、
不
断
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
他
の
租
税
特
別

措
置
に
つ
い
て
も
、
適
用
実
態
の
把
握
と
効
果
等
の
検
証
を
十
分
に
行
い
、
効
果
が
不
透
明
な
も
の
等
は
廃
止
・
縮
減
す
る

な
ど
、
徹
底
し
た
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

四 

今
般
の
政
治
資
金
を
巡
る
問
題
を
踏
ま
え
、
税
制
は
国
民
の
理
解
と
信
頼
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
、
国

民
か
ら
の
税
に
対
す
る
信
頼
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、
課
税
上
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
適
時
・
適
切
に
税
務
調

査
を
行
う
な
ど
、
適
正
、
公
平
な
課
税
の
実
現
に
努
め
る
こ
と
。 

 

五 

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
間
取
引
に
お
い
て
不
当
な
扱
い

が
生
じ
て
い
る
と
い
っ
た
意
見
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
中
小
・
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
不
当
な
扱
い
を
防
止
す
る
た
め



の
取
引
環
境
の
整
備
へ
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 
六 
高
水
準
で
推
移
す
る
申
告
件
数
及
び
滞
納
税
額
、
経
済
取
引
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
調
査
・
徴
収
事
務

等
の
複
雑
・
困
難
化
、
新
た
な
経
済
活
動
の
拡
大
、
軽
減
税
率
制
度
や
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
へ
の
対
応
な
ど
社
会
情
勢

の
変
化
に
よ
る
事
務
量
の
増
大
に
鑑
み
、
適
正
か
つ
公
平
な
課
税
及
び
徴
収
の
実
現
を
図
り
、
国
の
財
政
基
盤
で
あ
る
税
の

歳
入
を
確
保
す
る
た
め
、
国
税
職
員
の
定
員
確
保
、
職
務
の
困
難
性
・
特
殊
性
を
適
正
に
評
価
し
た
給
与
水
準
の
確
保
な
ど

処
遇
の
改
善
、
機
構
の
充
実
及
び
職
場
環
境
の
整
備
に
特
段
の
努
力
を
払
う
こ
と
。 

 
 

特
に
、
社
会
的
関
心
の
高
い
消
費
税
の
不
正
還
付
防
止
へ
の
対
応
、
国
際
的
な
租
税
回
避
行
為
や
富
裕
層
へ
の
対
応
を
強

化
し
、
更
に
は
納
税
者
全
体
へ
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
を
図
る
た
め
、
定
員
の
拡
充
及
び
職
員
の
育
成
等
、
従
来

に
も
増
し
た
税
務
執
行
体
制
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


